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南西諸島固有
両生類・爬虫類のペット取引

若尾　慶子

要旨
•	 南西諸島固有種・亜種 67 種の
55％にあたる 37 種が国内また
は海外市場においてペット取引
の対象とされていた。

•	 37 種のうち、絶滅危惧種ⅠA類
（CR）のイヘヤトカゲモドキとク
メトカゲモドキを含む16種が絶
滅危機種（CR/EN/VU）。また、
15種は、国または地方自治体に
よる法律・条例で捕獲・取引が
規制されていた。

•	 国内市場において市町村条例で
保護されている南西諸島固有の
両生類・爬虫類の野生捕獲個体
が合法か違法かわからない状態
で取引されていた。

•	 海外市場において、トカゲモド
キ属が計117 頭とカナヘビ属計
66頭が取引されていた。

•	 違法取引を防止し、国外におけ
る取引状況を監視するためにも、
国内法で保護されている南西諸
島固有のトカゲモドキ属とミヤ
コカナヘビについては、直ちに
ワシントン条約の附属書Ⅲに掲
載すべきである。

•	 海外における取引が活発ながら、
国内法での取引規制がされてい
ないサキシマカナヘビおよびア
オカナヘビについては、種の保
存法で国内希少野生動植物種に
指定し保護した上で、ワシント
ン条約の附属書への掲載を検討
すべきである。

・市町村条例による保護には限界が
あり、国内でペット取引の対象
として多く流通している絶滅危
機種に対しては、種の保存法で
国内希少野生動植物種に指定し
保護すべきである。

•	 生息地での違法／過剰捕獲を防
ぐため、観光事業者や市民団体
による普及啓発や監視等地域社
会の関与を増やす取り組みが必
要である。

導入
背景
　世界自然遺産候補地である奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島を含む南西
諸島（図1）には、多くの固有な野生の動植物が生息する（WWFジャパン	2009）。特
に、両生類・爬虫類には、固有種が多いことが知られている（沖縄県	2005）。2017年
末に更新されたIUCN（国際自然保護連合）のレッドリストは、今回新たに評価対象となっ
た日本固有爬虫類46種のうち、その三分の一が、生息地の減少・劣化、外来種による
捕食やペット目的の捕獲の影響を受け、絶滅のおそれが高い状態であることを示した
（IUCN	2017）。こうした種の一部であり、国内で捕獲や取引が禁止されている両生類
のイボイモリ	Echinotriton andersoni や爬虫類のキシノウエトカゲ	Plestiodon kishinouyei、
クロイワトカゲモドキ	Goniurosaurus kuroiwae がペット目的に国際取引の対象となって
いることは報告されているが（WWFジャパン	2016;	沖縄タイムス	2016;	Kanari	&	Xu	
2012）、規制対象でない他の多くの種や国内での状況を総合的に調査したものはない。
本調査では、南西諸島固有の両生類・爬虫類のペット取引の現状を把握するため、67
種 ･亜種の国内の実店舗およびオンライン市場ならびに欧米のオンライン市場におい
て市場調査を実施した。また、実際の捕獲や取引に関する情報を得るため南西諸島の
奄美大島、徳之島、沖縄島および石垣島の地元関係者へのヒアリングも実施し、保全
上の課題を評価した。

ミヤコカナヘビは、種の保存法で捕獲・取引が禁止されている国内希少野生動植物種であるが、国際取引は規制されていない。
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南
西
諸
島

奄美大島

奄美諸島

沖縄諸島

八重山列島

宮古列島

宮古島多良間島

徳之島

沖江良部島

与論島

沖縄島
久米島

伊平屋島

伊江島

石垣島

西表島与那国島

波照間島

慶良間列島

注：記載の地理的名称、および表記はいかなる国・領土・地域・当局の法律の現状、もしくは境界国境の設定に関するトラフィックまたはその支援機関の意見を反映するものではありません。

図 1．南西諸島の島々　日本列島の島嶼部で鹿児島県と沖縄県に属する
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南西諸島固有の両生類・爬虫類
　日本列島南西部に位置し、独特の生態系を育む南西諸島には、固有の両生類・爬虫類が数多く生息する。
本調査では、現在確認されている71固有種・亜種（日本爬虫両棲類学会「日本産爬虫両生類標準和名リスト」
太田英利 ,in litt.,	2018 年 5月 7日）の9割にあたる67種・亜種（両生類17種 2亜種、および爬虫類33種
15亜種）を対象とした（別表）。67種（亜種を含む、以下同様）1のうち35種、52％は環境省レッドリスト（2017）
で絶滅危機種（絶滅危惧ⅠA類（CR）、絶滅危惧種ⅠB類（EN）および絶滅危惧種Ⅱ類（VU））に分類される。
また、国際自然保護連合（IUCN）のレッドリスト（2017）では環境省レッドリストに比べ、未評価種も多く、
絶滅危機種に該当するのは24種、36%である。それでも、IUCNのレッドリストで評価されている世界の両
生類の約32%、爬虫類の約20％が絶滅危機種とされていることを考慮すると、南西諸島に生息する固有種に
は絶滅のおそれの高い種の占める割合が非常に多いことがわかる。なお、本報告書では、環境省レッドリスト
の分類に基づいて分析をおこなった。
　特に絶滅のおそれが高い絶滅危惧ⅠA類（CR）には、トカゲ 3種とヘビ1種が掲載されている。沖縄県の
伊平屋島にのみ生息するトカゲモドキ属のイヘヤトカゲモドキ Goniurosaurus toyamai と久米島固有種のクメト
カゲモドキ Goniurosaurus yamashinae、カナヘビ属で宮古島、伊良部島と来間島の3島のみに生息するミヤコ
カナヘビ Takydromus toyamai および久米島に分布する日本唯一の淡水棲のサワヘビ属であるキクザトサワヘビ 
Opisthotropis kikuzatoi である。

捕獲・取引規制
ワシントン条約
　「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約（ワシントン条約）」2は、取引により脅威に
さらされている野生動植物の国際取引を規制している（日本は1980年に批准）。南西諸島固有の両生類・爬
虫類のうち、ヤエヤマイシガメ Mauremys mutica kami がミナミイシガメ Mauremys mutica の亜種として2003
年 2月から、ヤエヤマセマルハコガメ Cuora flavomarginata evelynae はアジアハコガメ属 Cuora spp. （セマルハ
コガメ属と同義）として2000年 7月から、そしてリュウキュウヤマガメ Geoemyda japonica が 2013年 6月
より附属書Ⅱに掲載されている。附属書Ⅱ掲載種は、原則、輸出国政府の許可を受ければ商取引が可能であ
るが、ヤエヤマセマルハコガメを含むセマルハコガメは野生捕獲個体の商業目的の輸出割当をゼロとすること
が附属書に明記されている。すなわち、いずれの条約加盟国も野生のセマルハコガメを商業目的で輸出でき
ない。リュウキュウヤマガメに関しては附属書上の個別の規定はないが、日本政府は生きた個体の商業目的の
輸出割り当てをゼロに設定しているため、日本からペットなどとして売るために生きたリュウキュウヤマガメ
が輸出されることはない。また、日本政府は、ヤエヤマイシガメの輸出を2015年 5月以降許可していない（環
境省	2015）。なお、後述のとおり、ヤエヤマセマルハコガメとリュウキュウヤマガメはいずれも国の指定す
る天然記念物であるため、輸出割当の有無や目的に拘わらず日本からの輸出は原則行えない。

種の保存法
　「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（種の保存法）」は、日本国内に生息する希少な
野生動植物の捕獲、譲り渡し等を禁止する法律である。規制の対象となるのは、国内希少野生動植物種とし
て指定されている260種（うち、1種は緊急指定種 3）である（2018 年 2月現在）。爬虫類は8種、両生類
は11種で、これらのうち、サンショウウオ科の5種を除く14種が南西諸島の固有種であり、本調査の対象
である。
　なお、種の保存法では、ワシントン条約の附属書Ⅰ掲載種を国際希少野生動植物種に指定し、国内取引を
禁止している。

１　近縁の集団から形態的・遺伝的にある程度識別される集団を、別種とするのかそれとも同種の別亜種にとどめるのかについては、分類学の専門家の間で
も必ずしも意見が一致していない。ここでは、近縁の他集団から識別可能なことを根拠に独自の種グループ名（種小名または亜種小名）が与えられ、それ
が安定して使用されている集団のすべてを便宜上、種と呼んでいる。
２　ワシントン条約	（Convention	on	International	Trade	in	Endangered	Species	of	Wild	Fauna	and	Flora）は、1973年に米国のワシントンにおいて採択され、	
1975年に発効。この条約では、対象とする野生動植物を	附属書Ⅰ、ⅡおよびⅢのいずれかに掲載し、各附属書ごとの規制をおこなっている。
３　緊急指定種：種の保存法では、分類学上の新種が発見された場合など、十分な生物学的データの整備を待つうちに、乱獲等が進んでしまう可能性があ
る時に、必要最小限の情報をもって緊急指定種として指定し、捕獲、譲り渡し等の規制をすることができる。ケラマトカゲモドキは、2017年 9月にマダ
ラトカゲモドキとは別種（別亜種）とされ、緊急指定種に指定された（環境省	2017b）。
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保護条例
　都道府県や市町村が希少野生動植物の保護条例を制定していることも多く、鹿児島県は、2003年から「鹿
児島県希少野生動植物の保護に関する条例」により42種の動植物を希少野生動植物として指定している。う
ち、オビトカゲモドキ Goniurosaurus splendens 、イボイモリ Echinotriton andersoni およびアマミイシカワガエル	
Odorrana splendia の3種の両生類・爬虫類が南西諸島に生息する（2015年よりこれら3種を含む4種が、種
の保存法による保護へ移行）。これらの種の捕獲や違法捕獲個体の譲り渡しや所持も禁止されている。沖縄県
には現在こうした希少種保護条例は制定されていないが、条例策定に向け動いているとのことである（沖縄県
環境部自然保護課より聴き取り、2018年 1月 25日）。
　鹿児島県の8つの市町村および沖縄県の3つの市町も希少種の保護条例を制定し、それぞれ指定した種の
捕獲等を禁じている（TRAFFIC 調べ。表1）。ただし、徳之島 3町の条例においては、両生類・爬虫類は指定
されていない。竹富町の条例においては、指定種に希少種と特別希少種の2つの種類があり、特別希少種に
指定された種に対してのみ捕獲等規制が適用される。

表１．希少種保護条例を策定している市町村

県 市町村 島

鹿児島県

奄美市

奄美大島
大和市
宇検村
龍郷町
瀬戸内町 奄美大島、加計呂麻島、請島、与路島
徳之島町

徳之島伊仙町
天城町

沖縄県
宮古島市 宮古島、池間島、来間島、下地島、伊良部島
石垣市 石垣島、魚釣島
竹富町 西表島、竹富島、小浜島、黒島、照間島、中御神島

文化財保護法
　文化財保護法による天然記念物としての指定も野生動植物の現状変更や輸出を制限するものであるが、あ
くまで「動物（生息地、繁殖地および渡来地を含む。）、植物（自生地を含む。）（中略）で我が国にとつて学
術上価値の高いもの」としての保護である。本調査の対象種のうち、ヤエヤマセマルハコガメ、リュウキュウ
ヤマガメおよびキシノウエトカゲが国指定の天然記念物（地域を定めず指定された種）である。同様に都道
府県が当該地方自治体内に生息する野生動植物を天然記念物に指定するケースもある。両生類・爬虫類にお
いては、鹿児島県が指定する天然記念物が5種、沖縄県の指定しているのは10種である（別表）。

手法
実店舗調査
　60以上の販売業者やブリーダーがブース出店する展示即売会（2018年 1月、静岡県静岡市で開催）を調
査員が訪問し、展示販売されている調査対象種（別表）の数と価格を記録した。表示確認または販売員への
聞き取りにより野生捕獲／飼育下繁殖の別についても可能な限り情報を集めた。

オンライン広告調査
日本
　サーチエンジンを用い、2017年 1月～11月の期間内に掲載された調査対象種についての日本語の販売広
告を「和名＋販売」でキーワード検索した。確認された広告に掲載されている頭数、価格、野生捕獲／飼育
下繁殖の別等を記録した。検索結果上位40件を確認し、販売広告が1件もなかった場合を無しとした。調査
は、2017年 12月～ 2018年 1月に行なった。
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欧州・米国
　両生類・爬虫類取引の広告掲載サイト5つ、Facebook の愛好家グループ（グループメンバー以外には非公
開）7つにおいて、調査対象種の販売広告を学名で検索した。調査期間中、各サイトを週 2回モニタリング
し、確認された広告掲載サイト・販売者の国名、広告頭数、価格、広告掲載日等を記録した。調査は、2017
年 10月～11月に行なった。

ヒアリング
　南西諸島に位置する奄美大島、徳之島、沖縄本島および石垣島の環境行政担当者、監視員、研究者、NPO
メンバー、ペット取扱事業者、観光事業者へのヒアリングを実施し、両生類・爬虫類の捕獲や取引、地域住
民の意識などについて聞き取りを行なった。

結果と考察
　調査対象の67種の55％にあたる37種（両
生類 7種、爬虫類 30種）が国内または海外
市場においてペット取引の対象とされている
ことが明らかになった（図 2）。種ごとの販
売状況は別表に示す。
　これらの取引が確認された 37種の環境省
レッドリスト掲載状況をみると、16種が絶
滅危機種（絶滅危惧Ⅰ A類、Ⅰ B類および
Ⅱ類）であることがわかった（図 3）。絶滅
危惧Ⅰ A類（CR）の 3種は、イヘヤトカゲ
モドキ、クメトカゲモドキおよびミヤコカナ
ヘビで、絶滅危惧Ⅰ B類（EN）3 種は、オ
ビトカゲモドキ Goniurosaurus splendens、マダ
ラトカゲモドキ Goniurosaurus orientalisとヨ
ナグニシュウダ	Elaphe carinata yonaguniensis
であった。絶滅危惧Ⅱ類（VU）には、イボ
イモリ、イシガメ科の 3種（ヤエヤマイシ
ガメ、リュウキュウヤマガメおよびヤエヤ
マセマルハコガメ）、クロイワトカゲモドキ、
バーバートカゲ Plestiodon barbouri、オキナ
ワトカゲ Plestiodon marginatus、サキシマカ
ナヘビ Takydromus dorsalis、オキナワキノボ
リトカゲ Japalura polygonata polygonataおよ
びサキシマスジオ Elaphe taeniura schmackeri
の爬虫類 10種が含まれた。
　また、取引の対象となっていることが明
らかになった 37種のうち、何等かの捕獲・取引規制のある種は 15種（41%）にのぼった（表 2）。これら
の中にはワシントン条約により国際取引が規制されているイシガメ科の 3種すべて、種の保存法により捕獲
および国内取引が禁止されている 14種のうち 7種（イボイモリ、トカゲモドキ属 5種、ミヤコカナヘビ）、
文化財保護法により国の天然記念物に指定されている 3種のうち 2種（リュウキュウヤマガメ、ヤエヤマセ
マルハコガメ）が含まれた。また、地方自治体の条例により保護対象に指定されているものも 14種確認さ
れた。なお、種の保存法あるいは文化財保護法の捕獲・取引（文化財保護法においては現状変更）禁止対象
種は、海外市場でのみ販売が確認され、国内の販売は本調査では認められなかった。
　しかし、本調査とは別に 2017 年 2月に筆者らが実施した爬虫類を対象とした国内実店舗の市場調査にお
いて、国指定の天然記念物であるリュウキュウヤマガメ 4体の販売が確認されたことは特筆すべきである
（Wakao,	et. al.,	in	prep）。

図 2．調査対象種の取引の有無（n=67）
国内の実店舗での販売と国内・海外のオンライン広告のいずれか
または両方が確認された種を示す

図 3．取引の確認された 37 種の環境省レッドリスト掲載状況（n=37）
16 種、43%が絶滅危機種（絶滅危惧ⅠA類、ⅠB類およびⅡ類）で
あった

CR：絶滅危惧ⅠA類
EN：絶滅危惧種ⅠB類
VU：絶滅危惧種Ⅱ類
NT：準絶滅危惧種
LP：絶滅のおそれのある

地域個体群

取引あり
37 種 , 55%

国内・海外両方 8 種

国内のみ 17 種

海外のみ 12 種

取引なし
30 種 , 45%

CR
8% EN

8%

VU
27%

NT
27%

LP
8%

未評価
22%
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表 2．取引の確認された 37 種の捕獲・取引規制

和名 捕獲・取引規制 生息地※

国際取引規制：3 種

ヤエヤマイシガメ ワシントン条約 附属書Ⅱ
（ミナミイシガメとして）

石垣島、西表島、与那国島、
沖縄島（移入）、宮古島（移入）

リュウキュウヤマガメ ワシントン条約 附属書Ⅱ 沖縄島、渡嘉敷島、久米島．慶留間島（移入）

ヤエヤマセマルハコガメ ワシントン条約 附属書Ⅱ
（セマルハコガメとして） 石垣島、西表島

国内捕獲・取引規制（国レベル）：9 種

イボイモリ 種の保存法種 奄美大島、徳之島、請島、沖縄島、瀬底島、
渡嘉敷島

クロイワトカゲモドキ 種の保存法種 沖縄島、古宇利島、瀬底島、屋我地島
オビトカゲモドキ 種の保存法種 徳之島
マダラトカゲモドキ 種の保存法種 伊江島、渡名喜島
イヘヤトカゲモドキ 種の保存法種 伊平屋島
クメトカゲモドキ 種の保存法種 久米島
ミヤコカナヘビ 種の保存法種 宮古島、伊良部島、来間島
リュウキュウヤマガメ 文化財保護法 天然記念物 沖縄島、渡嘉敷島、久米島．慶留間島（移入）
ヤエヤマセマルハコガメ 文化財保護法 天然記念物 石垣島、西表島

国内捕獲・取引規制（地方自治体レベル）：14 種※※

イボイモリ 鹿児島・沖縄県天然記念物 奄美大島、徳之島、請島、沖縄島、瀬底島、
渡嘉敷島

オビトカゲモドキ 鹿児島県天然記念物 徳之島
クロイワトカゲモドキ 沖縄県天然記念物 沖縄島、古宇利島、瀬底島、屋我地島
マダラトカゲモドキ 沖縄県天然記念物 伊江島、渡名喜島
イヘヤトカゲモドキ 沖縄県天然記念物 伊平屋島
クメトカゲモドキ 沖縄県天然記念物 久米島
ミヤコヒキガエル 宮古島市条例 宮古島、伊良部島．南・北大東島など（移入）
ミヤコカナヘビ 宮古島市条例 宮古島、伊良部島、来間島
サキシマアオヘビ 宮古島市条例 石垣島、小浜島、黒島、西表島、波照間島
サキシママダラ 宮古島市条例 八重山諸島、宮古諸島
サキシマバイカダ 宮古島市条例 石垣島、西表島、宮古島、伊良部島

ヤエヤマイシガメ 石垣市条例、
竹富町条例特別希少種

石垣島、西表島、与那国島、
沖縄島（移入）、宮古島（移入）

ヤエヤマセマルハコガメ 石垣市条例 石垣島、西表島
サキシマカナヘビ 石垣市条例 石垣島、西表島、黒島
※　　生息地は「野外観察のための両生類図鑑」および「野外観察のための爬虫類図鑑」による（一部改変）。ただし、マダラトカゲモドキについては、

亜種とされたケラマトカゲモドキの生息地を除いた。移入先については、網羅的なものではなく、参考図書において示されているもののみを記す。
※※　鹿児島県天然記念物：鹿児島県文化財保護条例で指定する天然記念物

沖縄県天然記念物：沖縄県文化財保護条例で指定する天然記念物
宮古島市条例：宮古島市自然環境保全条例で指定する保全種
石垣市条例：石垣市自然環境保全条例に基づく保全種
竹富町条例特別希少種：竹富町自然環境保護条例で指定する特別希少野生動植物
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国内市場調査の結果
　展示即売会の調査では 14 種の展示販売が確認された（表 3）。特に販売頭数が多かったのはシリケンイ
モリで 17頭の展示が確認された。他にもヤエヤマイシガメ、サキシマカナヘビ、サキシママダラ Dinodon 
rufozonatum walliがそれぞれ 9頭販売されていた。特徴的なのは、野生捕獲（WC）個体が多いことであった。
展示即売会で販売されていた 14種 71 頭のうち、11種 27 頭がWCであるとラベルに明記または販売店員
によって述べられたが、飼育下繁殖（CB）個体であると明示されていたのは 2種 15頭であった。

表 3．展示即売会で販売されていた種

種名 頭数 由来※ 販売価格（円）
シリケンイモリ 17 CB、WC 1,000 −12,000、ペア 6,500
ミヤコヒキガエル 3 WC 3,800
ヤエヤマイシガメ 9 含WC 3,000 −6,200
オキナワトカゲ 2 WC 3,000 −5,000
イシガキトカゲ 1 WC 4,000
アオカナヘビ 6 含WC 5,000 −5,800
サキシマカナヘビ 9 CB、WC 7,800 −12,000
サキシマキノボリトカゲ 4 WC 4,000 −5,000
アマミタカチホヘビ 1 　 12,000
リュウキュウアオヘビ 3 含WC 3,500 −8,000
サキシマアオヘビ 1 WC 7,000
アカマタ 6 含WC 3,000 −8,000
サキシママダラ 9 含WC 4,000 −30,000
サキシマバイカダ 1 　 15,000
※　WC：Wild-Caught（野生捕獲）、CB：Captive-Bred（飼育下繁殖）、空欄は不明を意味する
　　含：複数頭販売されていた場合に、それらの一部個体についてWCまたは CBであることを意味する

60 店以上の販売事業者およびブリーダーが出店する展示即売会において、調査員が記録した種を
示す。網掛けは、条例により捕獲規制されている種を示す。

　国内オンライン広告調査で
は、対象種 67 種のうち、24
種についての広告が確認された
（表 4）。展示即売会に出展して
いたペットショップの多くがオ
ンライン広告を掲載しているこ
ともあり、広告が確認された種
は前項と共通のものが多かった
が、カエルとイモリはオンライ
ン広告の方が種数豊富であっ
た。理由の一つとして、爬虫類
は「動物の愛護及び管理に関す
る法律（動物愛護法）」4で対面
販売が義務付けられているのに
対し、両生類は通信販売が可能
であるため、カエルの繁殖シー
ズンなどに注文に応じて捕獲す
ることを謳う広告が複数あった
ことが挙げられる。
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本調査をおこなった展示即売会の様子

４　動物の愛護と動物の適切な管理を目的に制定された。ペットショップなど動物の販売、保管、貸出などを行う事業者は、第一種動物取扱業者として
登録をしなくてはならない。
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表 4．国内サイトの広告掲載種

和名 広告頭数 由来※ 価格（円）
シリケンイモリ 6< 含WC 600 −12,800
ミヤコヒキガエル 含大東島産 450（幼体）、6,000
サキシマヌマガエル 石垣島産 980
オキナワアオガエル 4< WC、CB ペア 7,800
ヤエヤマアオガエル 含 CB 2,480
ヒメアマガエル 含八重山産 1,480
ヤエヤマイシガメ 14< 含 CB 2,480 −2,980
タカラヤモリ CB
オキナワヤモリ CB
バーバートカゲ 5,800
オキナワトカゲ
イシガキトカゲ 3,980 −4,500 
ヘリグロヒメトカゲ 含奄美大島産 3,000
アオカナヘビ 2< CB、含沖縄産 8,000
サキシマカナヘビ 2< WC、CB 9,000 −14,800
オキナワキノボリトカゲ 3< 3,800
サキシマキノボリトカゲ 5,000
サキシマスジオ
ヨナグニシュウダ 2< 含 CB
リュウキュウアオヘビ 6,980
サキシマアオヘビ 8 4,000

アカマタ 7< 渡嘉敷島産、沖縄本島産、久米島産、
粟国島産、伊平屋島産

サキシママダラ 2 含石垣島産 5,980 −6,800
サキシマバイカダ
※　WC：Wild-Caught（野生捕獲）、CB：Captive-Bred（飼育下繁殖）、空欄は不明を意味する
　　含：複数の広告掲載があった場合、そのうちの一部の広告に当該表記があったことを意味する

国内のオンラインサイトに広告掲載されていた種を示す。頭数、由来および価格については、明らかにされていない広告
も多く、記載されていたもののみを示す。網掛けは、条例により捕獲規制されている種を示す。

国内市場における違法取引の可能性
　国内の展示即売会およびオンライン広告の調査では、国内法で取引が規制されている種は記録されなかっ
たが、条例で捕獲が禁止されている種の野生捕獲個体の販売／広告が確認された。しかし、条例による規制
が生息地の一部のみにしか適用されない種がいるにも拘わらず、正確な捕獲地の情報がないため、捕獲が適
法であったか判断できないケースが目立った。例えば、ミヤコヒキガエルは主な生息地である宮古島市で保
護されており、野生捕獲（WC）として販売されている個体の違法捕獲が疑われるが、他の島にも移入して
いるため、違法であるとは言い切れない。石垣島、西表島および黒島に生息するサキシマカナヘビについて
も、石垣島（石垣市）では捕獲が禁止されているが、西表島および黒島が属する竹富町では捕獲は禁止され
ていないため、WC個体であっても違法捕獲の断定が難しい。一方で、サキシマカナヘビの幼体を展示即売
会で販売していたある事業者は、その個体は石垣市内で捕まえた野生の個体を繁殖させたものであると答え
た。捕獲時期は確認していないが、捕獲が条例施行後であれば、条例違反である。

　さらに、表示事項の不足に加え、不正確な記載や曖昧な記載も見受けられ、合法性／違法性の確認をさら
に困難にしていた。例えば、前述の野生個体を親に持つサキシマカナヘビは、そのラベルに「石垣島産 CB」
と記載されており、仮に親が条例に反して捕獲されたものであったとしても表示事項のみでは由来の合法性
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に疑いを抱くことはない。動物愛護法の細則で、生体販売時の表示事項 5 に関する規定があるが、すべての
事項を記載している事業者は皆無と言える状態であった。また、販売店のスタッフへ爬虫類の来歴を質問し
た際に捕獲地や捕獲時期を答えられないなど、各個体の由来および条例レベルでの保護に対して事業者の認
識・関心が低いことが推測された。

　南西諸島に位置する奄美大島、徳之島、沖縄本島および石垣島の環境行政担当者、監視員、研究者、NPO
メンバー、ペット取扱事業者、観光事業者等へのヒアリングでは、両生類・爬虫類の違法捕獲が横行してい
るとの見解は示されなかったが、植物や昆虫の違法採取についてはヒアリング対象者に広く認識されていた。
石垣島在住の自然保護活動家は、トリコ（販売用に採取／捕獲する人物）の中には植物や昆虫に限らず両生
類・爬虫類などを捕っている者もいる、昆虫関係でトリコも兼ねた業者が石垣島内に複数常駐していると語っ
た（渡辺賢一 ,	pers	comm.,	2018 年 2月 9日）。同様に沖縄本島の地域住民の中にもトリコがいるという情
報も得られた（大谷勉 ,	pers	comm.,	2017 年 10 月 22日）。久米島や伊平屋島の地元民宿が客の為にトカゲ
モドキを捕獲していたこともあったという（太田 ,	pers	comm.,	2018 年 3月 5日）。また、事業者が生息地
域住民からのキノボリトカゲの買い上げを行なった結果、1990 年代に個体数が大幅に減少したという事例
の報告もされている（太田 ,	in litt.,	2017 年 9月 9日）。ヒアリングの結果、爬虫類・両性類の違法／過剰捕
獲は一部の専門家には知られているが、現時点では大きな問題として捉えられていないと考えられる。

　ペット目的の捕獲や売買以外にも、祖父母から孫への土産など島間での営利目的ではないペットとしての
ヤエヤマセマルハコガメの移動が行われている可能性、両生類・爬虫類のロードキルに無頓着である地元ツ
アーガイドへの懸念、住民がイボイモリを縁起が悪いとして殺してしまった事例など、固有両生類・爬虫類
の保全に対する地域住民の関心の薄さを示唆する情報も得られた（大谷、藤根誠道、池村茂 ,	pers	comm.,	
2017 年 10 月）。

欧州・米国オンライン市場調査の結果
　欧米のサイトにおいては、20種の広告を確認した（2017
年に掲載されたものに限る）（表 4）。これら以外に、タカ
ラヤモリ Gekko shibatai とハブ Protobothrops flavoviridis につ
いて、それぞれ2013年と2015年掲載の広告が記録された。
欧州と米国で広告数を比較すると欧州の方が多く、特にド
イツ及びチェコ共和国からの広告が多く記録された。欧米
オンラインサイトの調査については、調査者が別途、詳細
を報告する予定である（Janssen	&	Shephard,	in	prep）。

オスのアオカナヘビ Takydromus smaragdinus 1頭を 50EURで販売
するというFacebook 上の広告
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リュウキュウヤマガメは、1975年から国の天然記念物に指定されているが、海外では
取引が継続している

５　第一種動物取扱業者	が遵守すべき動物の管理の方法等の細目（平成 18年環境省告示第 20号）第 6条（中略）
　二　販売業者にあっては、販売に供しているすべての動物を顧客が目視により、又は写真等により確認できるようにすること。また、動物ごとに、次

に掲げる情報を顧客から見やすい位置に文書（電磁的な記録を含む。）により表示すること。	
　　イ　品種等の名称	
　　ロ　性成熟時等の標準体重、標準体長等体の大きさに係る情報	
　　ハ　性別の判定結果	
　　ニ　生年月日（輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合は、推定される生年月日及び輸入年月日等）	
　　ホ　生産地等	
　　ヘ　所有者の氏名（自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。）
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表 5．欧米サイトの広告掲載種

和名 広告頭数 由来※ 価格※※

シリケンイモリ 5
イボイモリ 4
ミヤコヒキガエル 7 含 CB EUR 25（3,350 円）
オキナワアオガエル 含 CB EUR 40（5,360 円）

ヤエヤマイシガメ 13 含 CB EUR 35（4,690 円）、3頭 USD 1,000（115,000 円）、
5頭 USD 750（86,250 円）

リュウキュウヤマガメ 7 含 CB
ヤエヤマセマルハコガメ 1 CB
クロイワトカゲモドキ 18 含 CB USD 150（17,250 円）、ペア USD 400（46,000 円）

オビトカゲモドキ 11 含 CB EUR 60（8,040 円）、USD 200（23,000 円）、
ペア USD 450（51,750 円）

マダラトカゲモドキ 24 含 CB
EUR 70（9,380 円）、
EUR 150− USD 250（20,100 ～ 28,750 円）、
ペア USD 550（63,250 円）、3頭 EUR 350（46,900 円）

イヘヤトカゲモドキ 10 含 CB

クメトカゲモドキ 54 含 CB
USD 150（17,250 円）、USD 200（23,000 円）、
 ペア USD 275（31,625 円）、ペア USD 700（80,500 円）、
3頭 EUR 220（29,480 円）

アオカナヘビ 47 含 CB EUR 40（5,360 円）、EUR 100（13,400 円）、
ペア EUR 80− USD 265（10,720 ～ 30,475 円）

ミヤコカナヘビ 7 CB USD 225（25,875 円）

サキシマカナヘビ 12 含 CB EUR 350（46,900 円）、ペア USD 400（46,000 円）、
3頭 EUR 180（24,120 円）、5頭 USD 875（100,625 円）

ヨナグニシュウダ 5 CB ペア USD 2,500（287,500 円）
アカマタ
トカラハブ 4 CB
サキシマハブ 2 ペア EUR 350（46,900 円）
ヒメハブ 5 CB
※　	　CB：Captive-Bred（飼育下繁殖）、空欄は不明を意味する
　　　含：複数の広告掲載があった場合、そのうちの一部の広告に当該表記があったことを意味する
※※　1USD=115 円、1EUR=134 円として換算

欧州・米国のオンライン広告掲載サイトおよび Facebook の愛好家グループで販売広告が掲載せていた種を示す。
頭数、由来および価格については、明らかにされていない広告もあり、記載されていたもののみを示す。
網掛けは、ワシントン条約、日本国内法、生息地の条例により捕獲・取引規制されている種を示す。

　欧米のオンライン市場の特徴として、種の保存法や文化財保護法で保護されている種が活発に取引されて
いることおよび飼育下繁殖個体として広告されているもの多かったことが挙げられる。

保護されている希少種の海外市場での取引
　広告頭数が特に多かったのは、ヤエヤマイシガメ、トカゲモドキ属 5種（クロイワトカゲモドキ、マダラ
トカゲモドキ、オビトカゲモドキ、イヘヤトカゲモドキ、クメトカゲモドキ）、サキシマカナヘビおよびア
オカナヘビであった。このうち国際取引が規制されているのはヤエヤマイシガメのみで、国内法ではトカゲ
モドキ属 5種が国内希少野生動植物種に指定されている。また、頭数は多くはなかったが、他にも、種の保
存法および文化財保護法によって、国レベルで保護されているイボイモリ、リュウキュウヤマガメ、ヤエヤ
マセマルハコガメおよびミヤコカナヘビの販売広告が確認されたことは重視すべきである。このうち、リュ
ウキュウヤマガメとヤエヤマセマルハコガメは、ヤエヤマイシガメとともにワシントン条約附属書Ⅱに掲載
されている。本調査で海外での販売広告が確認された 20種のうち、国際取引が規制されているのは、これ
らイシガメ科の 3種のみである。
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　国内法により保護されている 9種のうち、三分の二がワシントン条約附属書への掲載がないまま海外で活
発に取引されている状況は懸念すべきである。附属書掲載種でないトカゲモドキ属やミヤコカナヘビなどは、
絶滅のおそれが非常に高いにもかかわらず、ひとたび日本から違法に持ち出されてしまえば、輸入国におい
ては通常の生体の通関／検疫以上の規制はなく、多くの国々で合法的に取引が可能となる。すなわち、現在
海外で取引されている国内法・条例の保護対象種は、その個体または親が日本から違法に持ち出された可能
性がある。ただし、多くが近年になって生息状況の評価がなされ、保護対象となったため（一部は、1970
年代から捕獲等が禁止されている）、規制される以前に合法的に輸出された個体が累代飼育されていたこと
も考えられ、一概に合法か違法かを判断できない点が問題を複雑にしている。一方で、関係者へのヒアリン
グでも海外への持ち出しに関する情報が得られた。沖縄本島のペット取扱事業者の元には、中国語を話す外
国人がリュウキュウヤマガメを購入したいと訪れ、販売を断ったところ他の事業者を紹介するよう強く迫ら
れたという。また、中国本土や台湾から野生個体の捕獲の為にマニアが来日していると語った（大谷 ,	pers	
comm.,	2017年10月22日）。2015年にイボイモリが違法に捕獲され、ベルギーに輸出された事件もあり（沖
縄タイムス	2016）、空港等での水際監視の甘さを疑問視する声は複数聞かれた。

　こうした状況を考慮すると、絶滅のおそれが特に高く、国内で保護されていながら本調査でも海外で活発
な取引の存在が示されたトカゲモドキ属とミヤコカナヘビについては、早急にワシントン条約附属書Ⅲに掲
載し、国際取引を監視することが必要である。絶滅危惧Ⅰ A類のイヘヤトカゲモドキ、クメトカゲモドキお
よびミヤコカナヘビは附属書Ⅱへ掲載することも検討すべきある。残るカナヘビ属 2種、すなわちサキシマ
カナヘビとアオカナヘビ、そしてイボイモリについても掲載が望ましい。

海外市場における繁殖個体の流通
　もう一つの特徴である飼育下繁殖個体の多さは、人気の高い種がいずれも輸出禁止されている為、繁殖が
熱心に行われていることやそれらの繁殖が比較的容易であることが理由であると推測される。本調査では、
国内実店舗調査の結果と対照的に野生捕獲を謳った広告は海外のサイトでは記録されなかった。しかし、シ
リケンイモリやクロイワトカゲモドキなどで野生捕獲個体の取引が過去に報告されているほか（WWFジャ
パン	2016;	Kanari	&	Xu	2012）、英国のペットショップへの電話照会に対し、夏季であればキシノウエトカ
ゲの野生捕獲個体の販売が可能と語った例（WWFジャパン	2016）や研究者からもロシアやフランスでの

種の保存法と沖縄県の文化財保護条例で捕獲が禁止されているクロイワトカゲモドキ
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オンライン広告の情報が寄せられている（太田 ,	pers	comm.,	2017 年 10 月 25日）。本調査は欧米のオンラ
イン市場を対象にスポットで行なったものであるため、野生捕獲個体の取引の有無を知るためにはより広範
囲の調査が必要である。

　例え飼育下繁殖個体が中心の取引であったとしても、保全上の課題はある。需要の高い野生生物におい
て、繁殖と取引がすべて適切に行われれば、野生に生息する個体への捕獲圧の緩和に貢献し得る（Tensen	
2016）。しかし、すべての種で商業規模の飼育下繁殖を行なうことは、技術的にも経済的にも現実的ではない。
特に希少性の高い両生類・爬虫類や野生捕獲個体を好む愛好者の存在が違法な／過剰な野生個体の違法捕獲
を促している（Jordi	&	Serene	2017）。さらに、飼育下繁殖が技術的に確立していない場合や繁殖より野生
の個体を捕獲する方が経済効率が良い場合は、野生捕獲個体を飼育下で繁殖したものと偽装して取引するこ
とも珍しくない（Nijman	&	Shepherd	2016）。

　例えば、日本でも人気の高い南アフリカ共和国固有種のオオヨロイトカゲ Smaug giganteus は、野生からの
捕獲が禁止されているため、ペット市場では、すべて飼育下繁殖個体として販売されている。しかし、商業
規模のブリーダーは存在しておらず、実際は取引されているほとんどすべてが野生捕獲個体であると言われ
ている（Loehr,	et al.,	2016）。

　こうした現状から、飼育下繁殖が、ペット取引の対象となっている野生の両生類・爬虫類の保全に有効で
あるとは言い難い。ペット飼育や繁殖を域外保全であると正当化するブリーダーや愛好者がいるが、厳格な
管理をしていない飼育下繁殖では自然状態では交配し得ない個体群や亜種が交雑する。そのような個体を野
生に戻すことは遺伝子汚染に他ならず、野生生物の保全にはまったく貢献しない。本調査の対象種のような
島嶼部に生息する固有種は特に脆弱性が高く、飼育下繁殖の為の親個体の捕獲や繁殖個体の遺棄・放逸によ
る遺伝子汚染が個体群に与える影響が大きいことを忘れてはならない。

世界自然遺産登録のために
　奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島は、日本で 5番目の国際連合教育科学文化機関（UNESCO）世
界自然遺産の候補地となっている。世界自然遺産として登録されるためには、UNESCO の定める登録基準
6 を満たす必要がある。日本政府は、奄美大島等が「国際的にも希少な固有種に代表される生物多様性保全
上重要な地域である」ことを普遍的価値の基準を満たす根拠の一つとして申請をしている（環境省	2016）。
しかし、UNESCO の諮問機関である IUCN が、生態系の持続可能性に懸念があり、地域の見直しが必要など
として、記載延期（deferral）を求める勧告を行ったため、確実視されていた 2018 年 6月～ 7月開催の第
42回世界遺産委員会での登録は難しくなった（NHK	2018;	環境省	2018）。さらに、本調査で明らかになっ
た南西諸島固有種が国内外で活発に取引され、一部は合法性も疑われるという状況は、改善されるべきであ
る。世界遺産登録地の 45％でワシントン条約附属書掲載種の違法捕獲・採取が行われているという報告も
あることから（WWF	2017）、この課題は既にUNESCO や IUCN にも認識されているものであり、それが今
回の IUCN勧告のひとつ「絶滅危惧種の状態・動向、及び人為的影響及び気候変動による影響に焦点を当てた、
総合的モニタリングシステムを完成し、採択すること」にも反映されていると言える。引き続き奄美大島等
を世界遺産リストへ掲載することを望むのであれば、対象地域の見直しとともに、固有種の捕獲・取引規制
の整備と施行が確実におこなわれるシステム作りがなされなければならない。行政、執行機関、企業、市民
団体が連携して世界的にも貴重な固有種を守る努力をすることが世界自然遺産登録を目指すものの義務であ
る。

６　「世界遺産条約履行のための作業指針」で示されている下記の登録基準のいずれか 1つ以上に合致するとともに、真実性（オーセンティシティ）や完
全性（インテグリティ）の条件を満たし、締約国の国内法によって、適切な保護管理体制がとられていることが必要ある。
　（i）～（vi）　文化遺産の基準であるため省略
　（vii）　最上級の自然現象、又は、類まれな自然美・美的価値を有する地域を包含する。
　（viii）　生命進化の記録や、地形形成における重要な進行中の地質学的過程、あるいは重要な地形学的又は自然地理学的特徴といった、地球の歴史の主
要な段階を代表する顕著な見本である。
　（ix）　陸上・淡水域・沿岸・海洋の生態系や動植物群集の進化、発展において、重要な進行中の生態学的過程又は生物学的過程を代表する顕著な見本である。
　（x）　学術上又は保全上顕著な普遍的価値を有する絶滅のおそれのある種の生息地など、生物多様性の生息域内保全にとって最も重要な自然の生息地を
包含する。
　日本ユネスコ協会連盟ウェブサイト（http://www.unesco.or.jp/isan/decides/）より（一部改変）。
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結論
　南西諸島にしか生息していない希少な両生類・爬虫類が、国内外でペットとして活発に取引されているこ
とが明らかになった。この中には合法性に疑いのあるものもあり、希少種保護のためのルールは、不十分で
ありかつ適正に機能していない。国内法で保護されている希少種が海外で公然と取引されている現状は、違
法捕獲および違法輸出の防止と国際取引規制のいずれも成し得ていないことを意味する。

　国内のペット市場では、野生捕獲個体の割合が高く、条例で保護されている可能性のある種も含まれてい
た。現地での捕獲が違法または過剰ではないか、捕獲地／繁殖地はどこであるか、どのような取引ルートを
経たかというトレーサビリティが確保されない取引がなされており、条例の穴・施行力の低さと事業者の法
令不遵守が大きな課題である。

　捕獲と取引の監視および違法合法の見分けができないことは、海外／国内市場共通の課題であり、直ちに
改善されるべきである。今後、国を挙げての観光促進によって、いっそうの人とモノの移動の増加が予想さ
れるなか、生息地域での固有種保全への興味の低さも懸念材料である。こうした課題は両生類・爬虫類ペッ
ト特有のものではなく、他の固有植物や固有昆虫にも共通するものである。消費者である市民や生息地の住
民に対する普及啓発とともに、世界の “ ここにしかいない野生生物 ” を守るための抜本的な意識と制度の改
革が必要と言える。
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提言
　脆弱性の高い島嶼部にのみ生息する固有種を保全するために、トラフィックは以下を提言する。

日本政府
・日本政府は、国内法で保護されていながら活発に国際取引が行われている南西諸島固有のトカゲモ
ドキ属とミヤコカナヘビのワシントン条約附属書Ⅲ掲載を速やかに提案するべきである。

・税関は、違法な持ち出しが行われないよう、輸送業界とも協力し、空港、港湾、外郵出張所等での
監視を強化する。透視検査だけでなく、野生生物探知犬や他国税関と連携した情報システムの活用
など検討するべきである。

・海外において活発に取引されていながら、国内法での取引規制されていないサキシマカナヘビおよ
びアオカナヘビについては、種の保存法で国内希少野生動植物種に指定し保護した上で、ワシント
ン条約の附属書への掲載を検討すべきである。

・環境省は、生息地の条例で保護されていながら、国内で取引されているサキシマカナヘビなどの種
については、積極的に国内希少野生動植物種に指定し、取引規制の有効性を高めるべきである

・環境省は、動物愛護法の内容と施行を見直し、希少種を取扱う事業者への登録要件の強化、対面販
売対象動物の拡大、表示違反への対応厳格化を検討すべきである。

ペット取扱事業者
・ペット業界団体および事業者は、法令遵守の徹底、違法取引の排除、トレーサビリティの確立と消
費者への適正な情報提供をすべきである。

地方自治体
・条例による保護地区の制定や保護対象種の指定をおこなっていない生息地の地方自治体は、その必
要性を検討するべきである。

・条例を制定済みの市町村は、地元市民団体、観光協会や警察等と連携して違法捕獲・取引の監視お
よび識別の実施体制、違反時の対応を確立し、条例の運用を確実に行なうことが必要である。

・複数の市町村にまたがって生息する種を条例で保護対象種として指定している市町村は、当該種が
生息する他の市町村に情報提供するとともに、より上位での指定が適当である場合、都道府県や国
へ要望するべきである。

地元の関係者
・観光業界は、オリンピック・パラリンピック開催、世界自然遺産登録により人やモノの移動が増加
することを想定し、直接・間接に違法捕獲に荷担することのないよう情報共有や利用客の啓発に努
めるべきである

・地域の教育機関や市民団体は、野生生物の生息状況や密猟・違法採取の問題の普及啓発および条例
の周知に積極的に取り組むことが期待される。
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別表．調査対象種の捕獲・取引規制と取引状況

No. 和名 学名 IUCN
RL

環境省
RL 捕獲・取引規制※ 販売・

広告※※

両生綱
有尾目イモリ科

1 シリケンイモリ Cynops ensicauda EN NT 　 ○

2 イボイモリ Echinotriton andersoni EN VU 国内希少種、鹿児島・沖
縄県天然記念物 ○

無尾目ヒキガエル科
3 ミヤコヒキガエル Bufo gargarizans miyakonis 　 NT 宮古島市条例 ○

無尾目アマガエル科
4 ハロウェルアマガエル Hyla hallowellii LC 　

無尾目アカガエル科

5 リュウキュウ
アカガエル Rana ulma 　 NT 　

6 アマミイシカワガエル Odorrana splendida 　 EN 国内希少種、鹿児島県天
然記念物

7 オキナワイシカワ
ガエル Odorrana ishikawae EN EN 国内希少種、沖縄県天然

記念物

8 アマミハナサキガエ
ル Odorrana amamiensis EN VU 鹿児島県天然記念物、奄

美市条例
9 ハナサキガエル Odorrana narina EN VU 　

10 コガタハナサキガエル Odorrana utsunomiyaorum EN EN 石垣市条例、竹富町条例
特別希少種

11 オオハナサキガエル Odorrana supranarina EN NT 竹富町条例希少種

12 オットンガエル Babina subaspera EN EN 国内希少種、鹿児島県天
然記念物、奄美市条例

13 ホルストガエル Babina holsti EN EN 国内希少種、沖縄県天然
記念物

14 ナミエガエル Limnonectes namiyei EN EN 国内希少種、沖縄県天然
記念物

15 サキシマヌマガエル Fejervarya sakishimensis 　 　 　 ○
無尾目アオガエル科

16 オキナワアオガエル Rhacophorus viridis viridis 　 　 ○

17 アマミアオガエル Rhacophorus viridis 
amamiensis 　 　

18 ヤエヤマアオガエル Rhacophorus owstoni LC 　 ○
無尾目ヒメアマガエル科

19 ヒメアマガエル Microhyla okinavensis LC 　 ○
爬虫網

カメ目イシガメ科

20 ヤエヤマイシガメ Mauremys mutica kami 　 VU
ワシントン条約附属書Ⅱ、
石垣市条例、竹富町条例
特別希少種

○

21 リュウキュウヤマガメ Geoemyda japonica EN VU ワシントン条約附属書Ⅱ、
国天然記念物 ○

22 ヤエヤマセマル
ハコガメ

Cuora flavomarginata 
evelynae 　 VU

ワシントン条約附属書Ⅱ、
国天然記念物、石垣市条
例、竹富町条例希少種

○

有鱗目トカゲ亜目ヤモリ科
23 タカラヤモリ Gekko shibatai VU NT 　 ○
24 アマミヤモリ Gekko vertebralis LC 　 　
25 オキナワヤモリ Gekko sp. 　 NT 　 ○

有鱗目トカゲ亜目トカゲモドキ科

26 クロイワトカゲモドキ Goniurosaurus kuroiwae VU VU 国内希少種、沖縄県天然
記念物 ○

27 オビトカゲモドキ Goniurosaurus splendens EN EN 国内希少種、鹿児島県天
然記念物 ○
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No. 和名 学名 IUCN
RL

環境省
RL 捕獲・取引規制※ 販売・

広告※※

28 マダラトカゲモドキ Goniurosaurus orientalis EN EN 国内希少種、沖縄県天然
記念物 ○

29 ケラマトカゲモドキ Goniurosaurus sengokui 　 　 国内希少種、沖縄県天然
記念物

30 イヘヤトカゲモドキ Goniurosaurus toyamai CR CR 国内希少種、沖縄県天然
記念物 ○

31 クメトカゲモドキ Goniurosaurus yamashinae CR CR 国内希少種、沖縄県天然
記念物 ○

有鱗目トカゲ亜目トカゲ科
32 バーバートカゲ Plestiodon barbouri VU VU 　 ○
33 オキナワトカゲ Plestiodon marginatus NT VU 　 ○
34 イシガキトカゲ Plestiodon stimpsonii NT NT 竹富町条例希少種 ○

35 キシノウエトカゲ Plestiodon kishinouyei VU VU
国天然記念物、宮古市条
例、石垣市条例、竹富町
条例希少種

36 ヘリグロヒメトカゲ Ateuchosaurus pellopleurus LC LP（三島）
　 　 ○

37 サキシマスベトカゲ Scincella boettgeri LC 　 　
有鱗目トカゲ亜目カナヘビ科

38 アオカナヘビ Takydromus smaragdinus NT

LP（沖永良
部島、徳
之島個体

群）

　 ○

39 ミヤコカナヘビ Takydromus toyamai EN CR 国内希少種、宮古島市条
例 ○

40 サキシマカナヘビ Takydromus dorsalis EN VU 石垣市条例、竹富町条例
希少種 ○

有鱗目トカゲ亜目アガマ科

41 オキナワ
キノボリトカゲ

Japalura polygonata 
polygonata 　 VU 　 ○

42 サキシマ
キノボリトカゲ

Japalura polygonata 
ishigakiensis 　 NT 竹富町条例希少種 ○

43 ヨナグニ
キノボリトカゲ Japalura polygonata donan 　 VU 　

有鱗目ヘビ亜目タカチホヘビ科
44 アマミタカチホヘビ Achalinus werneri NT NT 　 ○

45 ヤエヤマタカチホヘビ Achalinus formosanus chigirai 　 VU 石垣市条例、竹富町条例
希少種

有鱗目ヘビ亜目セダカヘビ科
46 イワサキセダカヘビ Pareas iwasakii NT NT 竹富町条例希少種

有鱗目ヘビ亜目ナミヘビ科
47 サキシマスジオ Elaphe taeniura schmackeri 　 VU 竹富町条例希少種 ○

48 ヨナグニシュウダ Elaphe carinata 
yonaguniensis 　 EN 　 ○

49 ミヤコヒメヘビ Calamaria pfefferi EN EN 宮古島市条例

50 ミヤラヒメヘビ Calamaria pavimentata 
miyarai 　 VU 　

51 リュウキュウアオヘビ Cyclophiops semicarinatus LC 　 　 ○

52 サキシマアオヘビ Cyclophiops herminae LC NT 宮古島市条例、竹富町条
例希少種 ○

53 キクザトサワヘビ Opisthotropis kikuzatoi CR CR 国内希少種、沖縄県天然
記念物

54 アカマタ Dinodon semicarinatum LC 　 　 ○

55 サキシママダラ Dinodon rufozonatum walli 　 LP（宮古諸
島個体群）

宮古島市条例、竹富町条
例希少種 ○

56 サキシマバイカダ Lycodon ruhstrati 
multifasciatus 　 NT 宮古島市条例、竹富町条

例希少種 ○

57 ガラスヒバァ Hebius pryeri　 EN 　 　
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No. 和名 学名 IUCN
RL

環境省
RL 捕獲・取引規制※ 販売・

広告※※

58 ミヤコヒバァ Hebius concelarum 　 EN 宮古島市条例
59 ヤエヤマヒバァ Hebius ishigakiensis 　 　 　

有鱗目ヘビ亜目コブラ科コブラ亜科

60 ヒャン Sinomicrurus japonicus 
japonicus 　 NT 　

61 ハイ Sinomicrurus japonicus 
boettgeri 　 NT 　

62 クメジマハイ Sinomicrurus japonicus 
takarai 　 VU 　

63 イワサキワモン
ベニヘビ

Sinomicrurus macclellandi 
iwasakii 　 VU 石垣市条例、竹富町条例

希少種
有鱗目ヘビ亜目クサリヘビ科マムシ亜科

64 トカラハブ Protobothrops tokarensis 　 NT 　 ○
65 ハブ Protobothrops flavoviridis 　 　 　
66 サキシマハブ Protobothrops elegans 　 　 　 ○
67 ヒメハブ Ovophis okinavensis 　 　 　 ○

※　　ワシントン条約附属書Ⅱ：ワシントン条約の附属書Ⅱ掲載種
　　　国内希少種：種の保存法で指定する国内希少野生動植物種および緊急指定種

国天然記念物：文化財保護法で指定する天然記念物
県天然記念物：鹿児島県文化財保護条例または沖縄県文化財保護条例で指定する天然記念物
奄美市条例：奄美市・大和村・宇検村・瀬戸内町・龍郷町希少野生動植物の保護に関する条例で指定する希少野生動植物
石垣市条例：石垣市自然環境保全条例に基づく保全種
竹富町条例希少種：竹富町自然環境保護条例で指定する希少野生動植物で捕獲等への規制はない	
竹富町条例特別希少種：竹富町自然環境保護条例で指定する特別希少野生動植物で捕獲等は禁止
宮古島市条例：宮古島市自然環境保全条例で指定する保全種

※※　国内実店舗での販売、国内サイト上のオンライン広告、欧米サイト上のオンライン広告のいずれかが確認された種に○を付した

分類・和名は、日本爬虫両棲学会の日本産爬虫両生類標準和名リスト（2015 年）による。ただし、ハロウェルアマガエルを除く。
学名は、Reptile Database による。当該データベースに掲載のなかった種・亜種については、「野外観察のための日本産両生類図鑑」お
よび「「野外観察のための日本産爬虫類図鑑」を参照した。

2nd edition: revised on 10 April 2019.
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